
障害者・ひとり親雇用奨励金のご案内 

令和７年度 

障害者やひとり親を新たに雇い入れ、６か月以上雇用する市内中小企業に

奨励金を交付します。 

●交付対象者 

 市内で事業を営む中小企業者等で、国の特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者

コース助成金）の第１期支給決定を受け、かつ、市税に滞納がないもの。ただし、トラ

イアル雇用助成金（障害者トライアルコース）と併用で、令和３年７月１日以降に障害

者トライアル雇用紹介された方を継続雇用する場合、第２期支給決定通知を受けたもの

とします。  

●対象労働者 

 市内に住所を有し、市内事業所に勤務する「障害者（身体・知的・精神）」、「母子

家庭の母等」及び「父子家庭の父」。 

【助成金の支給決定の対象であること。（ただし、退職者を除きます。）】 

●交付金額 

１ 短時間労働者以外…１人につき１０万円 

２ 短時間労働者（※）…１人につき５万円 
 （※）１週間の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満の者 

 

 国の助成金支給決定後、２か月以内又は3月３１日のいずれか早い日までに申請してくださ

い。 

【提出書類】 ☆様式は市ホームページをご確認ください。 

①交付申請書兼実績報告書（様式第1号） 

②対象労働者内訳書（様式第2号） 

③特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース助成金）第1期支給決定通知書（トライ

アル雇用助成金（障害者トライアルコース）と併用で、令和３年７月１日以降に障害者ト

ライアル雇用紹介された方を継続雇用する場合 、第2期支給決定通知）の写し 

④トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）支給決定通知書の写し（トライアル雇

用助成金（障害者トライアルコース）と併用の場合のみ） 

⑤就業場所が確認可能な書類の写し（②及び③で確認不可能な場合に

限ります。） 

※交付決定後、奨励金交付請求書（様式第４号）により請求。 

☆詳しくは、前橋市ホームページをご覧ください。 

前橋市役所 産業経済部 産業政策課 雇用促進係 TEL:０２７－８９８－６９８５ 

〒３７１－８６０１ 前橋市大手町二丁目１２番１号（前橋市役所６階） 

手続き方法 

【前橋市ホームページ】 


